
令和８年度愛媛県 「 心の輪を広げる体験作文 」 及び 

「 障害者週間のポスター 」 の募集要領 

 

 

１  趣  旨 

障がい者に対する県民の理解の促進を図るため 、 「 心の輪を広げる体験作文 」

及び ｢ 障害者週間のポス ター 」 を募集する ものである 。  

 

２  テーマ 

 (1) 心の輪を広げる体験作文 

出会い 、ふれあい 、心の輪  －障がいのある人と ない人との心のふれあい体験

を広げよ う－ 

 (2) 障害者週間のポス ター 

  障がいの有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活でき る社

会の実現 

 

３  応募資格 

 (1) 心の輪を広げる体験作文 

   小学生以上 （ 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童生徒を含む ）  

 (2) 障害者週間のポス ター 

   小学生及び中学生 （ 特別支援学校の小学部及び中学部の児童生徒を含む ）  

 

４  応募の方法 

 (1) 心の輪を広げる体験作文 

  ①作文の題名及び内容 

作文の題名は自由と し 、内容は障がいのある人と ない人との心のふれあいの

体験をつづったもの とする 。 なお 、応募作品は未発表のもの １編に限る 。  

②募集区分   

小学生区分、中学生区分、高校生区分及び一般区分の ４区分とする 。  

③制限字数、用紙の様式等 

小学生及び中学生  800 字～1600字程度 (400字詰め原稿用紙 ２～ ４枚程度 )  

高校生及び一般   1600字～2400字程度 (400字詰め原稿用紙 ４～ ６枚程度 )  

用紙は 、原則と して横向き ・ 縦書き (400字詰め原稿用紙等 ） とする 。  

大き さは 、 B ４ 判又は A ４ 判とする 。  

   ※ １ 「 他作品等の模倣 ・ 流用 ・ 盗用等 （ 生成AIの使用を含む ） 」 を行ってい

ないこ と （ 第三者が知的財産権を保有する著作物を使用しないこ と ） 。  

   ※ ２ パソ コン等の電子機器によ る作成も可とする 。  

④応募先 

 〒 790-8570  松山市一番町 ４丁目 4-2  

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課宛て 

連絡先 ： 089-912-2422  

⑤応募方法     

作品及び別紙 １ （ 作者の属性等 ）  



⑥応募期間    

令和 ８年 ７ 月 1 日 （ 水 ） ～令和 8 年 ９月 ７日 （ 月 ） 必着 

 

 (2) 障害者週間のポス ター 

①作品の題名及び内容 

   作品の題名は自由とする 。内容は障がい者に対する県民の理解の促進等に資

する もの と し 、障がいのある人と ない人の間の相互理解 ・ 交流等を造形的表現

で訴える もの とする 。 なお 、応募作品は未発表のもの １ 点に限る 。  

②募集区分 

    小学生区分及び中学生区分の ２区分とする 。  

③規格、画材等 

画用紙のＢ ３ 判 （ 横 364mm×縦 515mm ） 又はいわゆる四つ切 り （ 横382 mm×

縦542 mm ） を使用し 、 これに満たない作品は B ３ 判の台紙に貼付する 。  

彩色画材は自由と し 、作品は縦向き （ 縦長 ） での作成とする 。  

   ※ １ 「 他作品等の模倣 ・ 流用 ・ 盗用等 （ 生成AIの使用を含む ） 」 を行ってい

ないこ と （ 第三者が知的財産権を保有する著作物を使用しないこ と ） 。  

   ※ ２造形的表現で訴える もの と し 、標語その他文字を入れないこ と 。  

   （ 例年 、標語その他文字の入った作品が散見されます。標語及びそれに類す

る文字の入った作品は審査対象外と な り ますのでご注意く ださい 。 ）  

   ※ 3 提出にあたっては 、 ポス ターを折 り曲げないこ と 。  

④応募先 

 〒 790-8570  松山市一番町 ４丁目 4-2  

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課宛て 

連絡先 ： 089-912-2422  

⑤応募方法 

作品及び別紙 ２ （ 作者の属性等 ）  

⑥応募期間 

令和 ８年 ７月 1 日 （ 水 ） ～令和 ８年 ９月 ７ 日 （ 月 ） 必着 

 

５  選定及び表彰等 

県において 、各部門からそれぞれ最優秀賞、優秀賞、佳作を選定し 、 12月上旬

に開催予定の第45回障がい者福祉推進愛媛県大会において表彰する 。  

 

６  その他 

(1) 応募作品は原則と して返却しない 。  

(2) 入賞作品については 、複製 ・ 印刷する等によ り啓発広報活動に使用する 。  

(3) 入賞作品のポス ターについては 、障害者週間行事等で展示する 。  

(4) 入賞作品の使用等に当たっては 、作品の趣旨を損なわない範囲で一部修正す

る こ とがある 。  


